
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
後

現
行

備
考

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
十
八
号

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
十
八
号

目
次

目
次

第
一
章

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
章

（
略
）

第
三
章

不
健
全
な
図
書
類
等
の
販
売
等
の
規
制
（
第
十
五
条
―
第
三
十

条
の
二
）

第
三
章

不
健
全
な
図
書
類
等
の
販
売
等
の
規
制（
第
十
五
条
―
第
三
十

条
）

第
三
章
の
二

携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
防
止

措
置
（
第
三
十
条
の
三
―
第
三
十
条
の
八
）

第
四
章
及
び
第
五
章

（
現
行
の
と
お
り
）

第
四
章
及
び
第
五
章

（
略
）

附
則

（
現
行
の
と
お
り
）

附
則

（
略
）

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

（
略
）

（
指
定
図
書
類
、
指
定
映
画
等
の
基
準
）

（
指
定
図
書
類
、
指
定
映
画
等
の
基
準
）

第
十
五
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
五
条

（
略
）

２

条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
（
以
下
「
性
交
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
行
為
を
、
当
該
行
為
が
社
会
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で



あ
る
か
の
よ
う
に
描
写
し
若
し
く
は
表
現
し
、
又
は
当
該
行
為
の
場
面

を
、
み
だ
り
に
、
著
し
く
詳
細
に
若
し
く
は
過
度
に
反
復
し
て
描
写
し

若
し
く
は
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
閲
覧
し
、
又
は
観
覧
す
る
青
少
年

の
当
該
行
為
に
対
す
る
抵
抗
感
を
著
し
く
減
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
一
条
又
は
第
二
百
四
十
一
条
の
規

定
の
違
反
行
為

ロ

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
四
条
の
規

定
の
違
反
行
為

ハ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四

条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

ニ

条
例
第
十
八
条
の
六
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

二

近
親
者
間
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
三

十
四
条
か
ら
第
七
百
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
婚
姻
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
間
を
い
う
。）
に
お
け
る
性
交
等
を
、
当
該
性
交
等

が
社
会
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
写
し
若
し

く
は
表
現
し
、
又
は
当
該
性
交
等
の
場
面
を
、
み
だ
り
に
、
著
し
く
詳

細
に
若
し
く
は
過
度
に
反
復
し
て
描
写
し
若
し
く
は
表
現
す
る
こ
と
に

よ
り
、
閲
覧
し
、
又
は
観
覧
す
る
青
少
年
の
当
該
性
交
等
に
対
す
る
抵

抗
感
を
著
し
く
減
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
電
子
計
算
機
等
を

用
い
て
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
に
前
二
号
に
掲
げ
る
性
交
等
に
該



当
す
る
行
為
を
擬
似
的
に
体
験
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
が
ん
具
類
の
基
準
）

（
指
定
が
ん
具
類
の
基
準
）

第
十
六
条

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
十
六
条

条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
か
ら
四
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
四
ま
で

（
略
）

（
指
定
刃
物
の
基
準
）

（
指
定
刃
物
の
基
準
）

第
十
七
条

条
例
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
基
準

は
、
容
易
に
人
を
殺
傷
し
得
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
十
七
条

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
基
準

は
、
容
易
に
人
を
殺
傷
し
得
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

一
か
ら
三
ま
で

（
略
）

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条

（
略
）

（
表
示
図
書
類
に
係
る
勧
告
の
方
法
）

（
表
示
図
書
類
に
係
る
勧
告
の
方
法
）

第
二
十
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
条

（
略
）

２

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
勧
告
書
（
別
記
第

一
号
様
式
の
二
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
勧
告
書
（
別
記
第

二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
勧
告
書
（
別
記
第

二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
図
書
類
発
行
業
者
の
公
表
）

第
二
十
条
の
二

条
例
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
広
く
都
民
に
周
知
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

図
書
類
発
行
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

勧
告
の
内
容



三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
図
書
類
発
行
業
者
の
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
）

第
二
十
条
の
三

条
例
第
九
条
の
三
第
四
項
の
意
見
を
述
べ
、
証
拠
を
提
示

す
る
機
会
（
以
下
「
意
見
陳
述
の
機
会
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
そ
の
方
法

は
、
知
事
が
口
頭
で
す
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
を
除
き
、
意
見
及
び
証
拠

を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
。）
を
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

２

知
事
は
、
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者

に
対
し
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
と
き
は
、
意
見
書
の
提
出
期
限
（
口

頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
）
ま

で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

公
表
し
よ
う
と
す
る
内
容

二

公
表
の
根
拠
と
な
る
条
例
等
の
条
項

三

公
表
の
原
因
と
な
る
事
実

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限
（
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会

の
付
与
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
出
頭
す
べ
き
日
時
及
び
場

所
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）

又
は
そ
の
代
理
人
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
期
限
の
延
長
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場

所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、
意
見
書
の
提



出
期
限
を
延
長
し
、
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
若
し
く
は
場
所
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

知
事
は
、
当
事
者
に
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
き
は
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
陳
述
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
す
る

も
の
と
す
る
。

６

代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
、
意
見
書
の
提
出
期
限
又

は
出
頭
す
べ
き
日
時
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

知
事
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
正
当
な
理
由
な
く
意
見
書
の
提

出
期
限
内
に
意
見
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
出
頭
す
べ
き
日
時
に
口
頭
に
よ

る
意
見
陳
述
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
条
例
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
公
表
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で

（
略
）

（
立
入
調
査
の
証
票
の
様
式
）

（
立
入
調
査
の
証
票
の
様
式
）

第
二
十
九
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
際
に
知
事

が
指
定
し
た
知
事
部
局
の
職
員
が
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
す
る
証
票
の
様

式
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
と
す
る
。

第
三
十
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
三
十
条

（
略
）

（
青
少
年
を
性
欲
の
対
象
と
し
て
扱
う
図
書
類
等
の
基
準
）

第
三
十
条
の
二

条
例
第
十
八
条
の
六
の
三
第
三
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。



一

衣
服
の
一
部
を
着
け
ず
、
又
は
水
着
若
し
く
は
下
着
（
以
下
「
水
着
等
」

と
い
う
。）
の
み
を
着
け
た
状
態
（
こ
れ
ら
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
状
態

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
青
少
年
の
う
ち
十
三
歳
未
満
の
者
の
性

器
、
肛
門
若
し
く
は
乳
首
（
以
下
「
性
器
等
」
と
い
う
。）
若
し
く
は
そ

の
周
辺
部
（
陰
部
、
臀
部
及
び
乳
房
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
殊
更
に

強
調
し
、又
は
そ
の
衣
服
若
し
く
は
水
着
等
の
上
か
ら
認
識
で
き
る
よ
う

に
性
器
等
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
の
形
状
を
殊
更
に
浮
き
立
た
せ
た
姿

態
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

飲
食
物
そ
の
他
の
物
品
を
用
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、衣
服
の
一
部
を
着

け
ず
、
又
は
水
着
等
の
み
を
着
け
た
状
態
に
あ
る
青
少
年
の
う
ち
十
三
歳

未
満
の
者
を
相
手
方
と
す
る
又
は
当
該
青
少
年
に
よ
る
性
交
等
を
容
易

に
連
想
さ
せ
る
姿
態
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

衣
服
の
一
部
を
着
け
ず
、若
し
く
は
水
着
等
の
み
を
着
け
た
状
態
に
あ

る
青
少
年
の
う
ち
十
三
歳
未
満
の
者
の
性
器
等
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部

を
他
人
が
触
り
（
そ
の
衣
服
又
は
水
着
等
の
上
か
ら
触
る
場
合
を
含

む
。）
、
又
は
衣
服
の
一
部
を
着
け
ず
、
若
し
く
は
水
着
等
の
み
を
着
け
た

状
態
に
あ
る
青
少
年
の
う
ち
十
三
歳
未
満
の
者
が
他
人
の
性
器
等
若
し

く
は
そ
の
周
辺
部
を
触
る（
衣
服
又
は
水
着
等
の
上
か
ら
触
る
場
合
を
含

む
。）
姿
態
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
衣
服
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
着
け

ず
、又
は
水
着
等
の
み
を
着
け
た
状
態
に
あ
る
青
少
年
の
う
ち
十
三
歳
未

満
の
者
の
姿
態
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の
描
写
が
こ

れ
ら
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
同
程
度
に
扇
情
的
な
も
の
で
あ
る
こ



と
。第

三
章
の
二

携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧

防
止
措
置

（
保
護
者
が
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い

申
出
を
す
る
際
に
提
出
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
条
の
三

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の

提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
提
出
す
る

保
護
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
電
話
番
号

二

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
の
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等

の
電
話
番
号

三

次
項
各
号
の
正
当
な
理
由

２

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理

由
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務（
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律（
平
成

二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備

法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
提
供
を
受
け
る
青
少
年
が
就
労

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ

ス
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
で
当
該
青
少
年
の
業
務

に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
。



二

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を
受
け
る
青
少
年
が

心
身
に
障
害
を
有
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
青

少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
当
該

青
少
年
の
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
こ
と
。

三

保
護
者
が
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
（
青

少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯

電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
状
況
に
関
す
る
事
項
の
閲
覧
を

可
能
と
す
る
役
務
を
利
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
青
少
年
有
害
情
報（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害

情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
適
切
に

監
督
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
準
ず
る
正
当
な
理
由

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
が
説
明
す
べ
き
事
項
）

第
三
十
条
の
四

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
二
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
機

会
が
生
じ
る
こ
と
。

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
不
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、青
少
年
が
違

法
な
行
為
を
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
他
人
に
対
し
有
害
な
行
為
を
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
が
提
供
す
る
青



少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

四

保
護
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
状
況
に
関
す
る
事
項
を
閲
覧
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
役
務
そ
の
他
の
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
保
護
者
が
適
切
に

監
督
す
る
た
め
に
有
益
な
役
務
で
あ
っ
て
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
が
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
の
内

容
五

保
護
者
が
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
正
当
な
理
由
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る

義
務
が
あ
る
こ
と
。

（
保
護
者
が
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い

申
出
を
す
る
際
に
提
出
す
る
書
面
の
保
存
方
法
）

第
三
十
条
の
五

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に

よ
る
記
録
及
び
保
存
は
、同
条
第
一
項
の
書
面
の
保
存
を
も
っ
て
こ
れ
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
る
記
録
の
保
存
の
期
間
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
条
件
と
し
な
い
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
が
終

了
し
若
し
く
は
解
除
さ
れ
た
日
又
は
当
該
契
約
に
係
る
青
少
年
が
満
十
八

歳
に
達
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
に
係
る
勧
告
の
方
法
）

第
三
十
条
の
六

条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、



勧
告
書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
公
表
）

第
三
十
条
の
七

第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

十
条
の
二
第
一
号
中
「
図
書
類
発
行
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
携
帯
電
話
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
意
見
陳
述
の
機
会

の
付
与
）

第
三
十
条
の
八

第
二
十
条
の
三
の
規
定
は
、条
例
第
十
八
条
の
七
の
二
第
六

項
の
意
見
陳
述
の
機
会
に
お
け
る
そ
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
三
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
八
条
の
七
の
二
第
四
項
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
九
条
の
三

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
七
の
二
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
。

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条

（
略
）



別記（改正後）

第１号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項第 号の規定に基づき、そ

の内容が青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類として指定を受けました。

ついては、同条例第９条の３第１項の規定により、下記のとおり勧告します。

記

１ 図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード）

２ 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所

３ 指定の状況

４ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）



別記（現行）

第１号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項第１号の規定に基づき、そ

の内容が青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類として指定を受けました。

ついては、同条例第９条の３第１項の規定により、下記のとおり勧告します。

記

１ 図書類名（雑誌コード）及び発行者名

２ 指定の状況

３ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）



（改正後）

第１号様式の２（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項第 号の規定に基づき、そ

の内容が青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類として指定を受けました。

これにより、 貴 において発行する図書類については、 年 月 日

から 年 月 日までの間に同条例第８条第１項第１号又は第２号の規定による指定を

受けた回数が６回に達しました。

ついては、同条例第９条の３第２項の規定により、下記のとおり勧告します。

記

１ 今回指定を行った図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード）

２ 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所

３ 指定の状況

４ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）



（改正後）

第２号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

貴 における表示図書類の に当たっては、東京都青少年の健全な育成に関する条例第

第９条の２第 項の規定が遵守されていないと認められるので、同条例第９条の３第５項の規定に

より、下記のとおり勧告します。

記

１ 勧告対象となる店舗等の名称・住所

２ 勧告内容（とるべき措置）

３ とるべき措置の期限

（日本工業規格Ａ列４番）



（現行）

第２号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

貴 における表示図書類の に当たっては、東京都青少年の健全な育成に関する条例第

第９条の２第 項の規定が遵守されていないと認められるので、同条例第９条の３第２項の規定に

より、下記のとおり勧告します。

記

１ 勧告対象となる店舗等の名称・住所

２ 勧告内容（とるべき措置）

３ とるべき措置の期限

（日本工業規格Ａ列４番）



（改正後）

第３号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

貴 において発行する下記図書類については、東京都青少年の健全な育成に関する条例第９条

の２第３項による包装がなされていないと認められるので、同条例第９条の３第５項の規定により、

下記のとおり勧告します。

記

１ 図書類名（雑誌コード又はＩＳＢＮコード）

２ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）



（現行）

第３号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

貴 において発行する下記図書類については、東京都青少年の健全な育成に関する条例第９条

の２第３項による包装がなされていないと認められるので、同条例第９条の３第２項の規定により、

下記のとおり勧告します。

記

１ 図書類名（雑誌コード）

２ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）



（改正後）

第１１号様式の２（第２９条関係）

（表）

第 号

写 真

上記の者は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第１８条の７の２第７項の規定により、携

帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に立ち入り、調査を行い、又は関

係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる者であることを証します。

年 月 日

東 京 都 知 事 印

（有効期間１年）

（裏）

東京都青少年の健全な育成に関する条例（抜粋）

（携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置）

第１８条の７の２ （略）

２ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、

青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フィルタリングサービスの内容その他の東京都規

則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利

用を条件としない第１項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載さ

れた正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により

記録し、保存しなければならない。

４ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第２項又は前項の規定に違反している

と認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべ

きことを勧告することができる。

５ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつた

ときは、その旨を公表することができる。

６ （略）

７ 知事が指定した知事部局の職員は、第２項から第５項までの規定の施行に必要な限度において、

当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立

ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

大きさ 縦６センチメートル

横９センチメートル

立入調査証

所 属

職 名

氏 名

生年月日



（改正後）

第１３号様式（第３０条の６関係）

第 号

年 月 日

被勧告者住所氏名

あて

東京都知事

印

勧 告 書

貴 における携帯電話インターネット接続役務に係る契約の締結に当たって、東京都青少年

の健全な育成に関する条例第１８条の７の２第 項の規定が遵守されていないと認められるので、

同条例第１８条の７の２第４項の規定により、下記のとおり勧告します。

記

１ 勧告内容（とるべき措置）

（日本工業規格Ａ列４番）


